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職員白書2 0 1 1 の発行にあたって

杉並区では、 職員の現状を区民の皆様だけでなく職員自身にも知ってもらう

ことを目的に、 平成 1 3年から職員白書を発行してきました。
また、 平成 1 6 年に地方公務員法が改正され、 人事行政の運営等の状況の公

表に関する事項が定められ、杉並区においても、 改正された地方公務員法の規

定に基づいて、 平成 1 7年 3月に、 ｢杉並区人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例｣ を制定し、 人事行政のより一層の公正な運営と透明性の向上を図る

こととしました。
『職員白書』 は、 平成 1 7年から、 これまでの白書の内容に新たな項目を追

加し、 また、 地方公務員法に規定する人事委員会からの業務の状況の報告をあ

わせて冊子形式にまとめることで、 条例に基づく人事行政の運営等の状況の公

表を行うものとして発行しています。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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職員の勤務条件をめぐる最近の動き

人事制度の改善

(1) 改正育児 ･介護休業法に伴う制度の見直し (2 2年度)

配偶者の状況に関わらず育児休業できるようにする等、育児休業を取得しやす

い制度に改めました。また、短期の介護休暇制度の導入や子の看護休暇制度の拡

充、 育児のための超過勤務免除･制限の規定を設けました。

(2) 新任職員への支援制度の実施 (2 2年度)

新任職員が安心して職場で力を発揮できるよう、職場での新任職員の育成の中

心的な役割を担う ｢新任職員育成担当者｣ と、職場外から先輩職員として、自ら

の経験などをもとに新任職員を支援していく ｢新任職員サポーター｣を配置しま

した。

(3) 再任用制度の本則実施 (2 2年度)

定年退職した職員のこれまでの知識 ･経験を有効に活用させるため、再任用制

度の本則実施を行いました。

(4) 勤務時間等の見直し (2 1年度)

民間準拠を基本として、 1週間の正規の勤務時間を ｢4 0時間｣ から ｢3 8時

間4 5分｣ に、 1日の正規の勤務時間を ｢8時間｣ から ｢7時間4 5分｣ に改め

ました。また、休憩時間を ｢4 5分｣ から ｢1時間｣ に改め、休息時間を廃止し

ま した。

(5) 病気休暇及び病気休職に係る制度の見直し (2 1年度)

国や他団体との制度均衡を図るため、病気休暇に係る給与の減額を免除する

日数を、 1回について引き続く 1 8 0 日から9 0 日の限度に改めました。 また、
病気休職に係る給与の支給期間を、病気休職期間が満2年から満 1年に達するま

でに改めました。

(6) 管理職員の勤勉手当一律拠出の実施 (2 1年度)

勤務成績に応じた成績率制度の効果的な運用を図るため、2 1年 6月支給の勤

勉手当から、 管理職員の勤勉手当の一律拠出を実施しました。



(7) 育児短時間勤務制度の導入 (2 0年度)
職員が育児と仕事の一層の両立を図ることができるよう、小学校就学前の子を

養育するために、希望する勤務形態で勤務できる育児短時間勤務制度を導入しま

した。

(8) 勤勉手当の成績率の導入 (2 0年度)

勤務成績に応じたメリハリのある給与制度とするため、管理職員のみに実施し

ていた勤勉手当の成績率について、一般職員についても平成2 0年 6月支給分か

ら導入しました。

(9) 新しい評価制度の実施 (1 9年度)

職員のより効果的な人材育成、能力開発を実現するとともに、職員の業績 ･能

力等に応じた職員の処遇を適正に行うため、新しい評価制度を実施しました。こ

の評定結果に基づいて、翌年度の昇給号数や勤勉手当の支給額を決定することと

し、また、透明性を確保するため、評定結果の本人開示 ･苦情処理の制度を導入

しました。

(10) 昇給制度の改善 (1 8年度)

勤務実績をきめ細かく反映させるため、 従来の号給を4 分割にするとともに、
普通昇給と特別昇給を統合し、勤務成績に応じた5段階の昇給区分とし、昇給時

期についても 1 8 年度から4 月 1日に統一しました。また、最高号給を超えて昇

給する枠外昇給も廃止しました。

(11) 一般職の任期付職員制度の実施 (1 8年度)

公務の能率的運営を確保するため、専門的な知識経験を有する者を、その知識

経験が必要とされる業務期間に限って採用する任期付職員制度を実施していま

す。

(12) 特殊勤務手当の一部廃止 (1 8年度)

不規則勤務手当のうち、土 ･日 ･年末年始の勤務に係る手当の廃止を、 1 8 年

4 月から実施しました。

(13) 行政系 1級職と2級職の統合 (1 8年度)

行政系職員の職務の級のうち、1級と 2 級について、職責の違いが明確でなく、
区分する意義が薄れていることから、統合し1級職としました。
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(14) 子育て支援に係る休暇の充実 (1 7年度)

妊娠初期休暇の母体保護休暇への変更、出産支援休暇の日数増など、職員の子

育て支援に係る休暇を、 1 7年 1 1月から充実させました。

(L5) 技能系人事制度の改善 (1 7年度)

技能系職員の能力と業績に応じた処遇の徹底を図るため、技能系職員について

は4層制の職級構成とし、これに合わせた4級構成の給料表を適用するなどの技

能系人事制度の改善を行い、 1 7年4月から実施しました。同時に、業務員制度

は現員がなくなりしだい廃止することとしました。

(16) 技能主任職昇任選考の実施 (1 6年度)

技能系職場における職員の指導育成を行い、現場作業におけるリーダーとなる

技能主任を配置するため、 1 6年度から技能主任職昇任選考を実施し、 1 7年4

月から技能系職場に技能主任を配置しています。業務系についても、 1 7年7月

から同様の取扱いとなりました。

(17) 経験者採用試験の実施 (1 6年度)

民間企業での有用な職務経験を有する人材を活用するため、経験者採用試験を

1 6年度から特別区人事委員会にて実施し、杉並区でも職員を採用しています。

2 私のチャレンジプランの導入

課、係を単位として、職員一人ひとりが自分の仕事への取組みや職務遂行に必要

な能力開発の目標について考え、チャレンジする ｢職員チャレンジ目標制度｣を 1

5年度に試行、 1 6年度から本格実施しており、平成 l 9年度からは、組織目標と

の連携を更に増し、 人材育成の視点を重視した ｢私のチャレンジプラン｣ として、
実施しています。

3 職員の人材育成
(1) 特別区職層研修への一部参加 (2 3年度)

研修における交流を通じて、区を越えた人的ネットワークを築くため、新任研

修 (後期) と管理職昇任前研修については、特別区職員研修所で行う職層研修に

参加することにしました。なお、専門研修等についても、職員育成上必要なもの
を選択し参加しています。

(2) ｢期待を超える区役所｣ (2 2年度)

｢五つ星の区役所づくり｣ の新たな展開をめざして、全職員が目標を共有でき
るように ｢期待を超える区役所｣ というコンセプトを定め、 ｢区民の皆さまへの

お約束｣ をどう実現するかを意識し、考えていく研修を行っています。



(3) 第2期杉並区人材育成計画の策定 (2 1年度)

杉並区が、将来に向け自立した ｢地方政府｣として責任を持って公務を果たし

ていくには、環境の変化を受けた新たな課題に対応する必要があります。そのた

め人材育成の戦略を再構築し、平成 1 3年度に策定した人材育成計画を改訂しま

した。今回の改訂では、小さくても力強い組織を支える人材を育成するために、
これからの3年間で重点的に取り組む内容を明らかにしています。

4 職員の健康管理 ･メンタルヘルス

(1) 心の健康づくり計画 (1 8年度)

職員のこころの健康が保たれるよう、予防から発症 ･治癒後の職場復帰までを

体系的に整理した｢職員の心の健康づくり｣を冊子にまとめました。これにより、
職員の心のケアを実施しています。

(2) 各職場との連携

心の健康問題を抱えている職員と職場の上司、主治医との連携を図り、職場復

帰への支援を実施するとともに、復帰後には心理カウンセラーのフォロー面接を

実施しています。

(3) 過重労働面接の実施

平成2 0年 1 0月から過重労働者に対する産業医面接を実施しています。

5 その他

(1) 庶務事務システムの構築

｢杉並区情報化アクションプランJに基づき、各課における庶務事務を軽減し、
職員が本来業務に専念できる環境を整備するため、I C カードを使用した庶務事
務システムを構築し、 1 9 年度から稼動しています。

(2) 職員の子育て支援行動計画の推進

｢次世代育成支援対策推進法｣ に基づき、子育てを行う職員の仕事と子育てと

の両立を支援する勤務環境の整備を図るため、同法に規定された特定事業主行動

計画として、 ｢杉並区役所職員の子育て支援行動計画｣ を 1 7年 1月に策定しま

した。この計画を推進するために部会を設置し、勤務環境の整備に努めています。
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n 表とグラフで見る職員の現状



第 7 職 員

l 区職員の配置の現状

その他に再任用短時間勤務職員 345 人が配置されているほか、嘱託員やパートタイ
マー、 臨時職員が勤務しています。
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2 職員数の推移

区では、絶えず施策 ･事業の評価、検証を行い、 実施主体の見直しや組織の改編な
どを通じ、職員定数の削減を行ってきました。
今後も厳しい財政状況を見据えつつ、多様化している区民ニーズや新たな行政課題

に的確に対応していくため、指定管理者制度の導入や委託 ･民営化を視野に入れた、
より効果的な執行運営方法を目指し、職員定数の適正化を図っていきます。

杉並区職員数の推移
蹴員数(糊幟等を除o 4即日現在

3,000 3,200 3400 第00 3800 4,000 4,200 4.400 4600

人

平成



3 年齢別職員数

l 職員の平均年齢はこの 5年、 43歳 ~ 44歳で推移しています。 -年齢構成では 40歳以上の職員が 65% を占めています。

職員の平均年齢の推移(各年4,f現在)
43.8

43.7 43.7 -4 3 ,7‐

43。6 - - - - - - - - - -
4 3.6

4 3,5

43.4

平成 19年 20年 2l年 22年 23年

※特別職等を除く。

職員の年齢構成の推移(各年4.1現在)
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0 年齢別に見ると 42歳以上の職員はそれぞれ 100名を超えており、特に 50歳 ･51歳

の層は、 160 名を超えています。

0 一方、 10 代の職員は 3名、 25 歳以下の若手職員は 234 名 (6.4 % )となっています。

平成 23年 4月 1日現在
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4 職種別職員数

区の職員を職種別で見ると、職員総数 3,654人のうち、事務系が 1,516人 4 1 .5
0
0 、

福祉系が 鴇035 人 (28 ,3 % )、 一般技術系が 256 人 (7,0 % )、医療技術系が 158 人
(4 .3 % )、 技能 ･業務系が 544 人 (14.9 % )、 教育職員等 145 人 (4 .0 % ) となってい

ます。
各年4月 l日現在

年度 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

事務系 18 33 1786 1743 1713 1675 1637 1608 1568 1537 1516

福祉系 1130 1137 1117 1116 1087 1068 1049 1051 104 1 1035

一般技術系 297 289 295 290 280 277 269 264 262 256

医療技術系 178 178 178 176 174 175 17 1 165 158 158

小計 3438 3390 3333 329 5 -
32 16 3 157 3097 3048 2998 2965

技能･業務系 1020 958 895 84 1 795 755 69 1 637 580 544

教員系
(指導主事含む)

33 31 3 1 32 32 53 80 100 123 14 5
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5 職層別職員数の推移

区の職員を職層別で見ると、主任主事以上の職員が約 72% となっています。
平成 23 年 4 月 1 日での職層別の割合は、管理職 n 3 人(3.2% )、係長級 748 人
(21.2 % )、 主任主事 1,682 人 (47 .7 % )、 一般職員 982 人 (27 .9 % )となっています。

職層別職員数の推移 各年4 , 1現在
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8 0 %

7 0 %

1 0 %

0 %

平成 14年 15年 1 6 年 17年 18年 19年 20 年 2 1 年 22年 23年

踵 一般職員国主任主事口係長級日管理職 -

※特別職、 派遣職員、 休職者等を除く。 (特別区現員調)
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“r2 採用、 昇任、 処分、 退職

1 採 用

行ってきました。今後も事務事業の見直しや委託化等を図る一方、増大する行政需
硬直化した財政状況の改善を図るために、職員の採用抑制により、人件費の削減を I　　　　 　　　　 　　 　 　　 　　　　　 　 　　　 　　　

　要に的確に対応できるよう、 職員の適性配置に努めています。

人
職員採用数の推移(全体)
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20

平成
{鉾 -5年 t6年 17年 18年 19年 2婢 2l年 22年 2拝

新規採用職員の内訳 平成 23年 11月 1日現在

14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

事務系 l2 17 24 21 20 20 23 28 25 31

福祉系 30 28 l5 22 4 19 39 20 3 l 32

一般技術系 3 6 15 9 - 7 6 14 7 4

医療技術系 3 4 4 6 8 5 3 0 3 5

技能T業務系 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

幼稚園教諭 0 3 - 2 2 2 1 0 0 1

区費学校教員 0 0 0 0 0 2l 29 22 26 26

合計 49 58 59 60 35 74 10 1 84 92 99

※各年度の新規採用職員(任期付採用職員は含まない)
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際用から昇任の流れf

"三統括課長 ＼-
管 理 U職 ~
　

　 　

管
理
職
選
考

管
理
職
選
考

総括係長く5級)

7年
総括係長職

以上
昇任選考

- - - - - - -- - - 弍
‐
一二 -

三條 ≠長
-=
級モ( 4 級)----

5年

以上 係長職昇任選考

主ゞ任 主な事ナ ぐ 3 三 級 )

を副昇任選考 昇任選考
l級 1年 1級5年
2級4年 2級4年
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( 1 ) 主任主事昇任

0 選考対象者 (有資格者)
[短期] 2 級職4 年以上、年齢5 0 歳未満

(経験者2級職採用) 2級職3年以上、年齢5 0歳未満

[長期A ] 2 級職 1 2 年以上、年齢3 7 歳以上5 6 歳未満

[長期B ] 2 級職5 年以上、年齢5 2 歳以上

○ 主任主事選考 (短期) の実施状況を見ると、近年、受験者 ･合格者数は、 ほぼ

横ばいの状況にあります。

人 主任主事選考実施状況
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平成 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 f9年度 20年度 21年度 22年度

○ 平成2 2 年度の主任主事選考(短期)合格者の平均年齢は、 3 2 , 5 歳です。

主任主事昇任選考 (短期)合格者の平均年齢

年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

平均年齢 33.4 3 3 .1 3 2 .8 32 .7 3 3.7 3 3.2 33.6 33 .3 3 2 ,2 32.5

‐ 1 4 -



(2 ) 係長職昇任

0 選考対象者 (有資格者)
[一般] 主任主事5 年以上、年齢5 0 歳未満

(経験者主任主事 l採用) 3級職4年以上 年齢5 0歳未満
(経験者主任主事 =採用) 3級職2年以上 年齢5 0歳未満

[長期] 2 級職 1 5 年以上うち3 級職7 年以上、年齢5 0 歳以上5 8 歳未満

※経験者採用は別規定あり

○ 係長職昇任選考(一般)の実施状況を見ると、 有資格者は減少傾向にあり、受験

者の減少は顕著な状況にあります。

○ 係長職昇任選考(一般)の合格者の平均年齢は、おおむね横ばい傾向にあります。
平成 2 2 年度の平均年齢は、 4 0 , 8 歳となっています。

係長選考(一般)実施状況人
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係長職昇任選考 (一般)合格者の平均年齢
t3年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

平均年齢 40.3 4 1,O 41.2 40.5 40.9 42.1 42.9 41 5 42 4 40.8
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(3 ) 主査から係長 ･担当係長への任用と総括係長職昇任

○ 係長職及び総括係長職のポストと在職者数の関係で、主査が係長 ･担当係長にな

るまでの平均年数は近年約7 年程度と長期化しています。 係長 ･担当係長への任用

平均年齢もおおむね4 0 歳代後半で推移しています。
○ 総括係長職昇任者の平均年齢は4 9 ~ 5 1歳で推移しています。

年 主査から係長･担当係長になるまでの平均年数の推移 各年4 . 1現在
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Û

n
〕

=̂〉

Û
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Û

=̂〕

Û
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平成

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

14年度 15年度 16年度中年度協年度I19年度l20年度l21年度l22年度l23年度l
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

係長担当係長
4 8 ,2 47,9 47,9 45.o 46,8 47.5 46.3 48.0 49.8 482

任用平均年齢

総括係長職昇任選考合格者数と昇任平均年齢
14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 博年度 20年度 21年度 22年度 23年度

総括係長
昇任者数

22 26 26 24 27 27 34 28 30 39

平均年齢 50.6 50.7 51.3 51.3 49.1 492 51.2 51.4 49.7 51.2
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(4 ) 管理職選考

○ 管理職選考は、特別区人事委員会の2 3 区統一選考で実施しています。
○ 選考対象者

[ l類] 主任主事6 年以上、年齢5 5 歳未満 (全部受験 ･分割受験の場合)

[11類] 総括係長 1年以上、年齢4 7 歳以上5 6 歳未満

人
管理職選考 (I 類 )杉並区職員受験状況
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※ l類の受験者は分割受験方式受験者を含まない。

人
管理職選考(肛類)杉並区職員受験状況
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Û

Û
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3 処 分

法令違反などの一定の義務違反があった場合、職員は懲戒処分を受け、道義的責任
が問われます。
職員一人ひとりが、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を有

していることを強く自覚する必要があります。

○ 地方公務員法は、 懲戒処分として免職、 停職、減給、 戒告の4 種類を定めてい

ます。
○ 平成 1 3 年から、 杉並区では ｢職員の懲戒処分等の公表基準｣ について定めて

おり、職員の懲戒処分等を行った場合に公表しています。

懲 戒 処 分 の 概 要

処分の内容 1 8 年度 1 9 年度 2 0 年度 2 1年度 2 2 年度

戒告

減給

4名(公務中
の交通事故、
痴漢、飲酒上
の暴行2名)

1名(痴漢行
為)

停職 1か月未満 1名(私事欠
勤)

l名(私事欠
勤)

1名(私事欠
勤)

停職 1か月以上
3 か月以下

1名(私事欠
勤)

2名(私事欠
勤、戸籍の附
票の写しの

不正交付)

2 名(無許可
の兼業、公務
中の交通事
故)

l名(児童ポ
ルノ法違反)

免職 1名(ひき逃
げ)

1名 (収賄)

計 2 名 7 名 2 名 1名 4名

18



4 退 職

退職は、定年退職とその他の退職 (定年前の勧奨退職と一般退職等) に分けられ
ます。
今後、 10年間の定年退職者の見込みは、約馬200人になります。 これに勧奨 ･一

般退職者 (見込み) を加えると約 1,500人の退職が見込まれます。

0 過去 l o年間の退職者数
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○ 今後 1 0 年間の定年退職者数の見込み

定年退職者予定数
平成
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第3 勤務条件

1 勤務時間

職員の勤務時間は、杉並区職員の勤務時間、 休日、休暇等に関する条例に基づい
て、 1週間に 38時間 45分 (1日 7時間 45分) と定められています。 (職務内容に
よっては、割振りが異なる場合があります。)

2 年次有給休暇

区職員には条例に基づき、 1年に 20日間の有給休暇が与えられています。 (23区
すべてに共通しています。) 休暇は、職務に支障がないときは、時間単位での取得
が可能です。

○年次有給休暇の取得状況
休暇を取得する理由は様々ですが、毎年平均して 1 5 ~ 1 6 日程度、取得をして

います。

年次有給休暇の平均取得日数
日

17
16.3

16 .1

＼ 152 15 .3 15 .2
15.4 15.2

、、 14,7 ノノ
ノ▲、、｣ ｣

1 5 .0 15 .0

、、、▼/
/

- 1 l l t - - - "14 - 1 I I - - - - "

平成 13年 t4年 15年 16年 l7年 18年 19年 20年 2l年 22年

3 特別休暇等

職員には公民権行使や結婚、 出産その他の特別な事由によって、勤務しないこと
が相当である場合、その理由に相応した休暇があり、これを特別休暇と呼んでいま
す。また疾病、負傷の療養や家族介護のために、病気休暇、介護休暇という制度も
あります。
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4 育児休業

平成 15年に、次の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会を形成す
るため、『次世代育成支援対策推進法｣ が制定されました。 杉並区においても、 法
の趣旨に基づき、事業主としての立場から、平成 17年 1月に、 ｢杉並区役所職員の
子育て支援行動計画｣ を策定し、職員の子育て支援に取り組んでいます。

○ 育児休業は、 子を養育する職員の継続的な勤務を促進することを目的とした制

度です。 常勤職員が3 歳に満たない子を養育している場合、 その子が3 歳に達

するまでの期間取得することができるものです。 ただし、育児休業終了後も引

き続き勤務する意志のある職員が対象となります。
○ 男性職員の取得がほとんどなく、 男性が取得しやすい環境を整備することが今

後の課題となっています。

人
育児休業の取得状況
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第4 職員の給与と人件費

1 区職員の給与決定のしくみ

特別区には、共同で設置した特別区人事委員会があり、 毎年民間従業員の給与の実

態を調査しています。 特別区人事委員会では、調査をした民間従業員の給与と区職員

の給与とを比較し、 民間給与の実態と合うよう区議会と区長に対し給与の是正を勧告

します。
この勧告を受けて、 区は給与に関する条例案をつくり、 区議会での審議を経て、一

般職員の給与を決定しています。

0 平成 22年度の職員給与は、民間給与を上回っていたため給料表の引き下げ改定を行

いました(公民鼓差△1,259円、△0.30 % )。また、期末 ･勤勉手当も民間の支給割合を

上回っていたため 0,2月分引き下げました (公民鼓差△0.18自分)。

2 区職員の給与 (平成 22年度一般会計決算、退職手当を除く)

職員一人あたり人件費

人数 除く職員手当
(A ) B) うち過罐手当(C) B 一 〇

調整員 3,爾 燃 ,郷 14,鰤筋 3,概 薊 1鰕撤 28･臘 * 25･臘彌 5･侃 樅 33'鋭 鮒

※再任用職員除く

一般職員 1人あたりの 一般的にいう
職員給与費 一般職員1人あたりの

人件費

再任用職員一人あたり人件費

(単位:千円)

人数 給料
(A )

職員手当等
(B)

給与費
(A)+ (B)= (C)

共済費
(D)

人件費
(C)+ (D)= (F)

再任用職
員人件費

258 582,428 270,753 853J 81 113-787 966,968

ゾバあたツ 名珍“ メガ“‘ 况'"7 ““! 勗ヌ“6

0 上記の表で見るように、 区職員の平均給与は年額約 710 万円 (再任用職員は約 330

万円) です。
ただし、人件費ということでみると、これに共済費、退職手当が加わります。

共済費を含めて計算すると1人あたりの人件費は約850万円(再任用職員は約375万円)、
また退職手当も含めると 1人あたり約 950万円となります。
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3 職層別給与、職種別給与

平成 22年度の実績をもとに職層別一、職種別の平均給与の実際を紹介します。

( t ) 職層別平均給与額 (平成22年度実績)
職層別にみると一般主事が約 485万円、主任主事が約 720万円、係長級が約 860万円、

管理職が約 1,145万円、技能業務系主事が約 660万円となっています。また、再任用職

員の平均は約 330 万円となっています。
平成22年度職層別年間平均給与額 (単位 :円)

臓層名 職員数 給料 地域手当 扶養手当 期末勤勉手当 その他手当 合計
部長級 35 6,026,057 13 28,945 144,623 3,20 4,275 1,975,528 12,679,428

罐統轄課麟級 聽開聞I字箋難問姿幾日 搬出;髭参:8畿開講
管理職平均 105 5,524,673 u 95,274 145,94 l 2,830,084 1,746,698 11,442,670

147 396 1 027 554 9 1

84 1 364 8 33 4 13 0 f

6 1 16 1 805 470 447

126 113 1 499 76 1 37 284 17

l 再任用職員 i 262l 2,253,735 1 392,824 l 0 l 439,378 1 2 f3,8341 3 299 77 11

※職員数は 1 2 か月の平均職員数。

※国保会計職員を含み、教諭を含まない。

(2 ) 職種別年間平均給与額、人件費 (平成22年度実績)
職種別の年間平均給与額と人件費は下記のとおりです。

平成22年度職種別平均給与額と平均人件費 (単位 :円)

職種 職員数 平均給与額 共済費 平均人件費
事務系 1,498 7,533,375 1,504,135 9,037,5 10

福祉系 l,0 12 6,578,086 1,390,914 7,969,00O

一般技術系 252 7,4 l8,618 1,477,304 8,895,922

医療技術系 l56 7,325,949 1,494,461 8,820,4 10

技能･業務系 577 6,617,122 1,353,737 7,970,859

平 均 3,495 7,087,202 1,444,059 8,531,26 1

1 再任用職員 - - l i 1262 3,299,77 1 439,920 3,739,691

※職員数は 1 2 か月の平均職員数。

※国保会計職員を含み、教諭を含まない。
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4 ラスパイレス指数

ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料を 1 0 0 とした場合の地方公共団体

職員の給料水準を指数で示したものです。
平成2 2 年度も区職員のラスパイレス指数は、 2 3 区平均より若干高めとなりま

した。
また、 地域手当補正後ラスパイレス指数は、 1 0 0 . 2 でした。

※地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味して比較した指数です。
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5 人件費の抑制

人件費については、職員数は削減していますが、金額及び歳出全体に占める割合

(人件費比率) は、 高いレベルで推移しています。
職員定数の削減などにより職員数が減っても、退職手当の増加により人件費が伸

びる結果になることもあります。 また、人件費総額が減っても区全体の歳出総額が

減ると、人件費比率が上昇することもあります。
人件費抑制のため、より一層の内部努力を行うことが求められています。

○ 人件費総額及び人件費比率の推移

億円
人件費総額及び人件費比率の推移 %
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※普通会計決算による。
※再任用 ･嘱託員等を含む。

2 6 -



第5 鰐康管理

1 所属別定期健康診断受診状況

区職員の定期健康診断の過去5 年間の実績を示したものです。
近年の健康志向に伴い受診率は向上し、高水準で定着しています。

所属別定期健康診断受診率について(5年間)

平成23年3月3 1日現在

部 名 18年度 19年度 20年度 2 1年度 2 2年度

政策経営部 90.9 % 94.0 %o 95.3 %b 96.2 % 97.9 %o

区長室 87.9 %o 9 1.8 %o 93.9 %b 90.2 % 97.8翳り

危機管理室 too,0 % 95.8 % 95.7 %o 100 % 100 %

区民生活部 92。1 % 9 1.1 % 90.5 %o 89.8 % 94.0 %o

保健福祉部 93.5 % 92,9 % 93.8 % 92.1 % 94.3 %

都市整備部 90.9 % 90.5 % 93 5 % 92.2 % 97.0 %

環境清掃部 93 2 %o 98.7 % 88.6 % 95.6 % 95.3 %

清掃職員 97.5 % 98.1 % 96.9 % 98.4 % 97.9 %

教育委員会
事務局

84.8 %o 9 1 0 % 89.8 % 86.9 % 92.4 %o

行政委員会 96.6 % 100･0 % 98,1 % 94.6 % 98.3 %o

学校職員 9 0 .3 %o 87 4 %o 89.7 %o 91 6 %o 93.2 %o

% 定期健康診断受診率(全体)

100

盤‐7 9登 臨1 92.れノノメ

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
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2 長期(30日以上)病気休暇取得者数、病気休職(91日以上)者数

過去5年間の推移を示したものです。
心療系疾患による数が取得者の中で一定の数値を占めています。
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3 職員健康相談室利用状況

平成 20年 10月から過重労働者に対する産業医面接を実施しています。
また、 職場復帰訓練後のフォロー面接を心理カウンセラーにより実施するなど、
相談体制の充実を図っています。

健康相談室利用状況
平 成23年 3月 末現 在

196

174 箋

　　

　 　

　

13 2 - 1 2 7 -

f05 - 一
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80

… だ〔
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一一一 0 U 4 74 6 … ,

18年 康 博年度 20年度 2f年度 22年度
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第6 職員の福祉 ･共済 ･公務災害補償翔度

地方公務員法(第 41条)は、職員一人ひとりが安心して職務に精励できるよう経済的、
文化的にも生活の充実を図るために、職員の福祉が保護されています。
また、職員の厚生福利制度では、厚生制度 (地方公務員法 (以下 ｢地公法｣ という。)

第 42条)、共済制度 (地公法第 43条)、公務災害補償制度 (地公法第 45条) について定

めています。
共済制度や公務災害補償制度などのように、特別法により事業内容が定められている

ものを ｢法定厚生福利｣、 地公法第 42 条に基づき実施するものを ｢法定外厚生福利｣ と

よんでいます。
現行の特別区の厚生福利制度は、次のとおりです。

法定厚生 公立学校共済組合

厚
生
福
利
制
度

福利制度

鰯糞翫灘薄轍鷲雛蓑補償
保険

社会保険
健康診断

法定外厚生
衛生管理(一部法定) 衛生教育

福利制度
- - 厚生制度

環境衛生

元気回復
l 漆

文化体育会

職員健康相談

その他

1 厚生制度

職員の健康保持 ･増進、生活福祉の向上を図ることは、職員の勤労意欲や能率的な公
務運営を確保する上で大きな役割を担っています。 地公法第 42条では、厚生制度につ

いて規定し、 その自主的な実施については地方公共団体に義務づけており、 これに基
づいて、杉並区及び特別区では、 条例により互助会組織を設置し各種事業を実施して
います。
一方、福利厚生事業のあり方については、 各地方公共団体において、社会情勢に応

じた事業運営や事業内容の見直しが行われています。
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( 1 ) 杉並区職員互助会
杉並区に勤務する常勤職員 (再任用職員を含む) の一般会員と、一定の勤務基準

を満たし入会を希望する非常勤職員などの特別会員で組織され、会員の福利厚生事

業の増進に努めています。 会員数は、 平成 23 年 4 月 1日現在、 4 ,242 人です。
事業運営は、 一般会員の会費 (給料月額 3。5/1,000) 及び特別会員の会費 (月額

750円)、 並びに、 区からの事業補助金により運営が行われています。
主な事業内容としては、選択制補助事業 (宿泊補助、生涯学習補助など)、 文化

体育活動補助事業 (文化 ･体育サークル活動への助成)、給付事業 (慶弔見舞金等)

など、職員の健康保持や元気回復を目的とした各種事業を実施しています。
平成 22年度、 職員互助会一般会計決算額 1億 5384万 7305 円のうち、区は、 会

員会費収入の 8割に相当する 4554万 3732円を事業補助金として交付しました。
なお、平成 23年度、区の事業補助金は、会員会費収入の 7割相当としています。

(2 ) 特別区職員互助組合
23 区共同の互助組織として、特別区職員互助組合が設置され、 ｢組合員数のスケ

ールメリットを最大限に生かした事業｣ として、各種保険事業、相談事業などを実

施しています。
特別区職員互助組合には、 特別区と一部事務組合の職員合わせて約7 万人が加入

し、 組合費 (給料月額 1.7/1,000) により運営されています。

2 共済制度

地方公務員法第 43条に規定する共済制度は、地方公務員等共済組合法により、職員

が納付する掛金と地方公共団体の支出する負担金を財源として給付を行うことで、 職

員及びその被扶養者や遺族の生活の安定と福祉の向上に貢献し、公務の能率的運営に

役立てることを目的とする制度です。区職員は、東京都職員共済組合の組合員となり、
学校教員は、公立学校共済組合の組合員となります。それぞれ所属する共済組合から、
短期給付事業 (医療保険給付等)、長期給付事業 (年金給付等)、福祉事業を受けるこ
とができます。

3 公務災害補償制度

地方公務員の公務上の災害 (負傷、疾病、 障害又は死亡) 又は、通勤上による災害

に対する補償については、 地方公務員災害補償法に基づき、すべての地方公務員につ

いて統一的に実施されています。 具体的には、地方公務員災害補償基金が地方公共団

体に代わって公務災害補償を行っています。
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公務災害認定件数
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4 その他の厚生制度

(1 ) 職員の被服貸与
職務上、被服の貸与が必要とされる職員 (給食調理、清掃職員等) に対して、被

服の種類や貸与期間を定め貸与しています。

(2 ) 職員住宅の管理
職員住宅は、現に住宅に困窮している 30歳未満の独身者で、住宅の貸与を受ける

ことが必要な職員に対して、貸与期間、使用料等を定め貸与しています。
なお、 防災住宅については、災害対策要員として従事することも入居要件として

定めています。

(職員住宅の概要) [平成 23 年 4月 1日現在]

久我山寮
(女子)

単身者用
10室

7室 4 ,700 円

3室 5 ,000 円
5年

久我山東保育
園併設

中瀬寮
(女子)

管理人室
1室

単身者用
24室

管理人室 39 ,200 円

単身者 22 ,100 円
管理人室 10年
単身者 5年

中瀬保育園併
設

成田防災住宅
(男子)

管理人室
1室

単身者用
19 室

管理人室 76 ,600 円

単身者 25 l oo円
管理人室 博年
単身者 5年

高円寺防災住宅
(男子 ･女子)

単身者用
14 室

3 1,800 円 5年

高円寺南保育
園、 ゆうゆう
高円寺南館併
毘又

.
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“r7 職員の人材莇玻と勤務評定

杉並区では、平成2 1年5 月に ｢第2期杉並区人材育成計画｣ を策定しました。 この

計画により、 自立した地方政府として ｢公務｣ の責任を果たしていく ｢杉並区｣ にとっ

て必要な職員像を具体化し、 職員自らがキャリアプランを描き、目標に向かってキャリ

アアップを図っています。 加えて、民間の研修業者と連携し、 民間の研修技術による、
最新の情報を取り入れた研修を行っています。 近年では、 採用内定者も含めた若い職員

の育成に特に力を入れているほか、接客能力を向上させる研修や、メンタルヘルスケア

の充実にも力を入れています。

1 研修受講回数および受講者数

○ 杉並区職員の平成 1 8年度から2 2年度までの ｢研修受講回数および受講者数 (延

べ)｣ の実績は、下記のとおりです

平成 18年度 平成 19年度 平成20年度 平成 21年度 平成22年度

杉並区研修

への参加

7 7 回 1 2 0 回 1 0 2 回 9 5 回 1 1 6 回

2 ,5 1 4 名 3 ,7 7 6 名 2 ,8 7 1 名 2 ,8 7 9 名 3 , 5 3 5 名

特別区研修

派遣研修等

への参加

3 6 2 回 2 1 5 回 l 9 6 回 2 0 2 回 2 6 3 回

1 , 0 9 5 名 5 0 6 名 6 9 8 名 6 5 9 名 7 1 8 名

合 計

4 3 9 回 3 3 5 回 2 9 8 回 2 9 7 回 3 7 9 回

3 ,6 0 9 名 4 , 2 8 2 名 3 , 5 6 9 名 3 , 5 3 8 名 4 , 2 5 3 名

* 特別区研修の職層研修には、平成 19年度より参加していません。
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2 勤務評定と自己申告

( 1 ) 勤務評定

勤務評定とは、 地方公務員法第4 0 条第 1項の規定に基づき実施されるものです。
客観的かつ継続的に職員の勤務実績を把握することで、 職員の指導及び監督の有効な

指針として役立てるとともに、 公正かつ科学的な人事管理を行うことで、職員の能力

及び職務能率の向上に資することを目的としています。 杉並区では、杉並区職員勤務

評定規程に基づいて、勤務実績 (能力、態度、業績の3 つの観点) により行っており、

人事管理に利用しています。
管理職については、 自己申告書の提出と上司からのヒヤリング実施により評定を行

う、目標管理制度が導入されており、その評定結果は、翌年度の勤勉手当の支給割合

に反映させています。

また、平成2 0 年度からは、管理職以外の一般職員についても、勤勉手当に成績率

が導入され、 支給額から拠出や加算が行われるとともに、昇給割合にも評定結果が反

映されています。

(2 ) 職員チャレンジ目標自己申告制度

杉並区では、 平成 1 5 年度から、係長級、一般職員を対象として、杉並区職員チャ

レンジ目標自己申告制度を導入しました。 これは、
、職員が組織目標に対応した職務目

標を掲げ、 目標達成に向けて努力することにより、 計画的な事業の遂行と組織目標の

達成をめざすこと、また、職務遂行に必要な能力開発や仕事の取組み方に対する目標

を掲げ、チャレンジすることにより、職員の意欲を高め、職場を基本とした組織的 ･

計画的な能力開発を図ることを目的にしています。 平成 I 9 年度からは、職員の人材

育成により重点をおく形で制度を改正し、実施しています。
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m 特別区人事委員会の業務状況の報告

地方公共団体が人事行政の運営等の状況の公表を行う際は、地方公務員法第5

8 条の2第2項の規定により、人事委員会又は公平委員会から報告される業務

の状況をあわせて公表することとされています。
この項では、 2 3 区が共同で設置している特別区人事委員会から報告された

業務の状況を掲載しています。

‐3 5 -



平成22年度の業務状況の報告
特別区人事委員会

1 職員の競争試験及び選考の状況
(1 ) 採用試験等

平成22年度における採用試験等については、 以下のとおり実施した。
ア 受験資格等

霊 年齢 資格 ･免許 その他

I

類

事務

有 22歳以上
28歳未満

･ 活字印刷文による出題に対応でき
る人。 ただし、 事務については点字に
よる出題に対応できる人も受験でき
る。
･ 22歳未満の者で学校教育法に基づ
く大学 (短期大学を除く。 ) を卒業し
た人、 または、 これと同等の資格があ
ると人事委員会が認める人

土木造園 (土木)

土木造園 (造園)

建築

機械
電気

福祉 無
22歳以上
30歳未満

社会福祉士もしくは児童指導
員の資格を有する人、 または
保育士となる資格を有し、 都
道府県知事の登録を受けてい
る人

食品衛生監視員及び
環境衛生監視員衛生監視 (衛生)

有
衛生監視 (化学)

保健師 無 22歳以上
4n壽雲滞 保健師

m
類 事務 有 l8歳以上

22歳未満
活字印刷文による出題に対応できる人

身
障

注
1

事務 有 18歳以上
28歳未満

･身体障害者手帳の交付を受けている人
･特別区の区域内に住所を有する人
･自力通勤ができ、かつ介護者なしに職務遂行が可能な人
･通常の勤務時間に対応できる人
･活字印刷文による出題に対応できる人

経
験
者
2
級
職

事務

有

28歳以上
32歳未満

以務民
上従閭
事等
歴で
4 の
年業

･活字印刷文による出題に対応できる
人。 ただし、 事務については点字によ
る出題に対応できる人も受験できる。

当該職種に関係する
業務に従事

土木造園 (土木)

建築

経
験
者
3
級
職

主
任
主
事
I

事務

32歳以上

37歳未満

民
間
等
で
の
業
務

従
事
歴
8
年
以
上

土木造園 (土木)

当該職種に関係する
業務に従事

建築

機械

電気

37歳以上

46歳未満

民
間
等
で
の
業
務

従
事
歴
ー
3
年
以
上

主
任
主
事
D
)

事務

建築 当該職種に関係する
業務に従事
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イ 日 程

区 分 I類 m 類 経験者 身陣選考

告 示 3月 10日 6月 16日 6月脇目 8月6日

第 1次試験
(筆記) 5月9日 9月 12日 9月 l2日 I0月 11日

第 1次試験
合格発表

6月23日 lo月 18日 10月 18日 lo月27日

第 2 次試験
(面舵)

7月5日 ~ 7月22日 lo月27日 ~ 29日 10月 30日 ~ 1l月28日 日月 8日、 19日

最終合格発表 8月6日 = 月 10日 l2月8日 1l月25日
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ウ 実施状況

採用区分
職 種
(試験区
分)

申込者数 受験者数 最終合格者数

22年度 21年度 鷺暑 22年度 21年度 比 較
t国人減

22年度 21年度 比 較
畑人浦

I 類

事 務 I6,758 12,180 4,578 l2,852 9,397 3,455 1,524 1,231 293

土木造園
(土 木) 620 490 l30 449 34I 108 78 l27 △ 49

土木造園
(造 園)

164 129 35 126 l03 23 28 32 △ 4

建 築 437 332 105 31l 24l 70 74 86 △ l2

機 械 140 83 57 93 63 30 35 26 9

電 気 193 126 67 123 86 37 32 36 △ 4

福 祉 6 10 5lg 91 449 384 65 78 65 23

衛生監視
(衛 生) 309 280 29 224 207 l7 60 58 の乙

衛生監視
(化 学) 145 146 △ l 79 90 △ = 3 3 0

保健師 534 53l 3 434 432 2 73 62 =

小 計 l9,9 10 14,816 5,094 16,140 = ,344 3,796 1,985 1,7 l6 269

m 類 事 務 3,501 3,076 425 2,784 2,443 34l 231 292 △ 61

とする
-] ] & ハリ象民
乗用選考 事 務 71 79 △ 8 60 67 △ 7 l8 18 0

経
験
者

2
級
職

事 務 l,628 l,808 20 l,134 l,003 13l l70 226 △ 56

土木造園
(土 木) 67 71 △ 4 45 4l 4 l5 28 △ 13

建 築 85 67 18 59 46 13 18 20 △ 2

小 計 l,780 l,746 84 l,238 1,090 l48 203 274 △ 7 1

3
級
職

主
任
主
事
I
)

事 務 l,9 18 2,435 △ 5l7 l,327 1,647 △ 220 5t 82 △ 31

土木造園
(土 木) 15l 192 △ 41 l08 138 △ 30 13 19 △ 6

建 築 133 141 △ 8 89 loo △ = 13 l9 △ 6

機 械 23 18 5 20 lも 6 3 6 △ 2

電 気 ･ 2l 33 △ l2 14 26 △ = 6 3 3

小 計 2,246 2,8 19 △ 573 l,558 1,825 △ 267 86 l28 △ 42

3
級
職

主
任
主
事
=
)

事 務 1,825 2,294 △ 469 丸 l36 1,387 △ 231 9 27 △ 18

土木造園
(土 木) 207 皆減 l21 皆滅 3 皆減

建 築 152 l62 △ lo 99 llo △ = 4 5 △ l

機 械

電 気

小 計 1 9 77 2,663 △ 686 1,235 1寿98 △ 363 13 35 △ 22

合 計 29,485 25,199 4,286 22,0l5 l8,367 3,648 2,536 2,463 73
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(2 ) 採用選考等

平成2 2年度人事委員会が実施した杉並区の採用選考等の実施状況は次のとおりである。

ア 医療専門職採用選考

l “
区 分 l 合格者数 ー

医療専門職 (医師の課長級以上) 0人

イ 一般職の任期付職員

採用職層 採用承認人数

主任主事 0人

係長職 0 人

総括係長 0人

課長級 0人

統括課長 0人

部長級 0人

(3 ) 管理職選考

O

ア 受験資格等

I類

(受験資格)

(受験方式)

(選考方法)

(免除資格)

O 亞類

(受験資格)

(選考方法)

日本国籍を有する要綱で定める職種の職務に従事する人のうち、 平成2 3

年 3月末日現在、年齢5 5歳未満で、 主任主事以上の在職期間が6年以上

の人。

全部受験方式- 受験資格を満たしている人が、筆記考査 (択一 ･短答式問題

、記述式問題、論文式問題) 全てを受験する方式。
分割受験方式-受験資格を満たしている人が、択一 ･短答式問題受験の免除

資格を得るため、択一 ･短答式問題のみを受験する方式。受

験年度の管理職選考の合格にはいたらない。

免除受験方式- 択一 ･短答式問題受験の免除資格を得ている人が、記述式問

題及び論文式問題を受験する方式。
前倒し受験方式-翌年度に受験資格を満たす人が、択一 ･短答式問題受験の

免除資格を得るため、択一 ･短答式問題のみを受験する方

式。受験年度の管理職選考の合格にはいたらない。

筆記考査 (択一 ･短答式問題、記述式問題、論文式問題)、勤務評定、口頭

試問、適性評定 (技術のみ)

択一 ･短答式問題の成績が一定の基準に達した人については、原則として、
受験年度以降の3年間の択一 ･短答式問題受験の免除資格を付与する。

日本国籍を有する要綱で定める職種の職務に従事する人のうち、 平成2 2

年 3月末日現在、年齢4 7歳以上5 6歳未満で、総括係長の在職期間が 1

年以上の人。

筆記考査 (事例式論文)、勤務評定、口頭試問
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イ 実施状況 (合格者決定)
0 I類 (全部及び免除受験方式) 及びn

2l年度

I類

事 務 4, 4 △ 4{ 0 18 △ " 9 △ も l9l9.1 △ .5
技術I - △‘ 20 ‘･ ll･ ‘‐‘‐% l9l9. ←-‐
技術肛 - △ l4 ‘‘ II ‘-℃- -- ", 2727. 3 ･
技術m 1‘‘ == 1 ‘‘ =l 2121. △ ･
技術計 l IIとL △ i 45 39 2l2l. ･
小 計 △ 6 Z 5 227 △ lI Il △ ｣ l9l9. ･

n類

『
事 務 l! II △ 2 3 133 △ 3t △ 32 ) 3838, △ g
技 術 ‘‘-‘- △ l1l l nn ll ll 45 - 4444 i.8
小 計

, F
△ 2
△ 7

‘1
=
RU

｣4
=̂
"

△ 3
△ 3 9

△
△

3
3

△
△

※平成22年度は、 。及び ‘叉 の人 である。

0 I頬 (全部受験方式) (単位 :人、 % )
受験者数 (A ) 口頭試問進出者数 解) 合格者数 (C ) 合格率 (C / A )

種別 選考区分
22年度 2ー年度 増滅 22年度 2l年度 増減 22年度 劉年度 増減 22年度 21年度 増減

事 務 351 477 △ 126 119 l88 △ 69 57 9l △ 34 I6,2 19,l △ 2.9
技術1 5l 83 △ 12 18 I8 △ 2 10 l2 △ 2 I9.6 19.0 0.8

1類 技術ロ 15 28 △ 14 8 10 △ 2 7 8 △ l 46.7 27,6 I9.1
(全部) 技術団 27 32 △ 5 6 u △ 5 4 7 △ 3 l4.8 2l,9 △ 7.1

技術計 93 124 △ 3l 30 39 △ 9 21 27 △ 8 22,6 2l.8 0.8

0 I類 (免除受験方式) (単位 :人、 % )

種別 選考区分受抜群暴露勢嬢合贅C秀
数捻り鶏

(B )

事 務 80 61 23 28.8
技術1 8 4 3 37.5

I額 技術D 6 8 6 I00.0
(免除) 技術四 7 6 3 42.9

技術計 れ l5 l2 57.1
合 計 lol 78 35 34.7

ウ 実施状況 (免除者決定)
(単位 :人、 % )

対象者数 免除者数 免除率

計

A

受験方式別内訳

計

B

受験方式潟碇内訳

計

c

受験坊式別内訳

鍋
AI

分割

A2

前倒し

A3

鍋
Bl

分割

B2

前倒し

B3

鍋
Cl

分割

C2

前倒し

C3

事務 450 294 121 35 69 37 l7 15 l5.3 12,8 14.0 42.9

技術I 64 4 1 19 4 9 6 2 l l4.l 14,6 l0 5 25.O

技術□ 22 8 9 5 3 0 l 2 l3.6 0 ･0 は ･ l 40.O

技術m 53 23 1l 19 8 4 2 2 l5.l 17.4 I8.2 10.5

技術計 139 72 39 28 20 10 5 5 l4 4 13.9 12,8 l7,9

計 589 386 l60 63 89 47 22 20 I5 1 12,8 l3,8 3 l.7

(注) 1 対象者数とは、受験者数から合格者数を除いた数である。
2 全部とは、全部受験方式で筆記考査全てを受験し、口頭試問に進出しなかった人及び口頭

試問に進出した人のうち不合格となった人。
3 分割とは、 分割受験方式で受験した人。
4 前倒しとは、 前倒し受験方式で受験した人。
5 免除率は、小数点第二位以下四捨五入で算出
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(4 ) 特例転職選考

ア 受験資格及び選考方法
(受験資格) 日本国籍を有し、平成2 3 年 3 月末日現在、 年齢満 5 5 歳未満で、 ｢一般業務｣

の職務に従事する人又は、技能系職種に在職し、専ら事務の業務に従事して
いると任命権者が認める人。

(選考方法) 筆記考査 (択一式問題 ･作文)、勤務評定

イ 実施状況

有資格者数

A

申檄
B

申遜
B/A

受験端数

C

議率
C趙

合格者数

d

合椰
d /C離

絲、 業 務 擬務 31 3 9.7 33,3 0 0.0

技
能
系
(
異
種
職
務
従
事
者
)

技能I
自動車運転 2 2 100.0 2 100.0 0 0.0

偏謝導 25 9 36.0 5 55 6 4 80,0

技能は

電話交換 6 6 83.3 5 100.0 4 80,0

警 備 4 2 50.O 2 100,0 50.0

鐐 I 21 10 47.6 lo 100,0 7 70.0

技能m

調 理 40 39 97.5 38 97.4 32 84.2

用 務 37 29 78.4 27 93.1 20 74 1

作業虹 26 l6 6 l.5 13 8 1.3 10 76.9

技能N 家庭奉仕 8 3 50.0 2 66.7 0 0.0

技能M 作業m 1 100.0 1 l00,0 l l00.0

技能系計 l68 1l6 69.0 l05 90.5 79 76.2

合 計 19g 1l9 59.8 l06 89江 79 74.5

(単位

(注) 技能V は有資格者なし
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2 給与、 勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

給与は、情勢適応の原則 (地方公務員法第 14条)、均衡の原則 (地方公務員法第 24条第 3項) 及び職務給の原則

(地方公務員法第 24条第 1項) に則して決定されるものである。例年、これらの趣旨を踏まえ、特別区職員給与等

実態調査及び職種別民間給与実態調査を行い、 公民鼓差を算出するとともに、 国や他の地方公共団体の給与の実態

を参考にして、 給与に関する報告、 意見の申出及び勧告を行っている。 平成 22年は、 lo月 12 日に 23 区の各区議

会議長及び区長に対し、 一般職の特別区職員の給与等について報告及び勧告を行った。 その概要は、 以下のとおり

である。

〔本年の勧告のポイント〕

1 月例給与、期末手当 ･勤勉手当 (ボーナス) ともに引下げ
0職員給与が民間給与を上回っており、公民較差 (△1,259円、△0,30% ) を解消するため、給料
表の引下げ改定

○期末手当 ･勤勉手当 (ボーナス) の引下げ (△0,2月分 現行 4.15自分→3 .95自分)

2 地域手当の支給割合の見直し
現行の 17%から 18% に引き上げ、引上げ分と同率程度、給料月額を引下げ

3 幼稚園教育職員の給与制度
人事 ･給与制度の改正に伴い新たな給料表を策定

◎職員の平均年間給与は、約△10万 8千円 (△i.6% )

l 職員の給与に関する報告 (意見) ･勧告 1
I 職員と民間従業員との給与の比較

1 民間給与実態調査の内容 (平成22年4月)

-
区分

!
･内 容 ^ -調査対象規模 企業規模 50人以上で、かつ事業所規模 50人以上の事業所

事 業 所 数 特別区内の 958民間事業所を実地調査 (調査完了 777事業所)

職員給与等実態調査の内容 (平成 22年4月)
】

- '民間従業員と比較した職員 ＼

2

職 員 数 、

　 　 　
　
　　

6 1,039 人 30,605 人 420,461円 43.8 歳

3 公民比較の結果
○月例給与

】 “ □
】〉 う ^ ^ ^^◇ ^"

】 】ゞ □ 弍
}

し
^ノー

^
} -

--
】

^くらべ れ、ひきで 。、 、'" … ′ 寿ミ えろ,悩ん′を

4 19 ,202 円 420,46 1 円 △1,259 円 (△0,30 % )

(注) 民間従業員、職員ともに本年度の新卒採用者は、含まれていない

○特別絵の年間支給月数
‐ 民間従業員三 l 。職 ~~“＼ 員 I 差 - 1　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　3,97自分 4,l6自分 △0.l8自分
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□ 改定の内容

給料表

･公民鮫差の解消のため、給料月額を引下げ

･地域手当の支給割合の引上げ分 (1 % ) と同率程度、給料月額を引下げ

･ I類初任給までの号給等の給料月額は据置き

･医療職給料表(- )は、 医師の処遇確保の観点から引下げ改定なし

2 地域手当の支給割合の改定

門% から l8% (本則) に引上げ

3 行政職給料表 (一) の初任給

I類 (大学卒程度)、 m類 (高校卒程度) ともに据置き

4 配分

給 料

参地域読当の支給割合ゑべき
';ゞ @変更‘さ性纖記猪毎々

△3,004 円

残留繋船成診れ纈麟、差きミリでは霊》 芸事学ぶ登~寝言船さまテゼム

△4,071 円

へ響き,解消に÷よらる記発く試さん

△l,067 円

諸 手 当

地域手当 3,514 円 3,5脇円

はね返り △510 円 △l92 円 △702円

計 0 円 △1,259 円 △主259 円

5 期末手当 ･勤勉手当

民間における特別給の支給状況、人事院勧告や他の地方公共団体の動向を勘案し、 年間の支給月数を

現行 4.15月分から 3.95自分に 0,2月分引下げ

0年間支給月数(再任用職員以外の職員の場合)
　 　　

　 　 　
　 　　 　≦現 キテ ノ も ^勧〆告 (

期末手当
勤勉手当

計

2,75自分

1,40自分

41 5自分

2.60自分

l.35自分

3.95自分

一般職員

期末手当
勤勉手当

2.35自分

l.80 自分

4.l5自分

2.20自分

1.75自分

3.95自分

管理職員

計

(参考、)改定による平均年間給与の減少額 (公民比較対象職員)

改定前ここ＼ さ キ繁くふき改定接ぎ‐ なきさせ暮キメ

約 6,862 千円 約 6,754 千円 約△108 千円(△l,6 % )
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(参考 2 ) モデルケースによる試算

○ケース 1 係員 ( 1級 29号給、 25歳) 扶養手当 :無、 住居手当 :有

, ,
給与願

う
増 さ ′へそ仏年間給与 "

× !改定前 〆 改定後 - ･差 信ぜ' .~
き改定前 ~ ~ ~ > 改定後 ‐ 差

220 3 04 円 222,116 円 馬8l2 円 3,523 千円 3,610千円 △13千円

0 ケース 2 係長 (4 級 61号給、 40歳)

扶養手当 :配偶者、子 2人 (教育加算無)、住居手当 :有

l l
給与月額、

l l ^
I
年間給与

l l改定前ゞ 改定後
一

差 し 、改定前 Y ^ 、改定後 〉
、差

45 1,996円 450寿92 円 △亀404 円 7,384 千円 7,266千円 △l18千円

○ケース 3 課長 (6 級 69号給、 45歳)

扶養手当 :配偶者、子 2人 (教育加算無)、住居手当 :有

. - 給与月額 ら 〉 ^ 〆 "

. 〆、年間給与A
ど

^ 】

改定前 三 改定後 -
-こさ差解 き ^ 改定前こ し 改定後 . ‐壽莞爾-

-
唾 改定後

孝
-
-‐幸せく十二改定罰ヰ 改定後キも

哲三- -

給与月額 ^ 藝 『
、年間給与ふ

き -
636,154 円 635 4 98 円 △656 円 lo,363千円 10,2聡千円 △160 千円

0 ケース 4 部長 (8 級 55号給、 50歳)

扶養手当 :配偶者、子 2人 (内教育加算 l人)、住居手当 "有

艾定後ぜ
759 ,823 円 759 ,044 円 △779 円 12,483千円 l2,297千円 △186 千円

6 実施時期等

･ 給与水準引下げの改定であるため、 遡及することなく、 改正条例の公布の日の属する月の翌月の初日

(公布の日が月の初日であるときは、 その日) から実施

･平成 22年4月から改定の実施の日の前日までの期間に係る公民較差相当分について、本年度中に支給

される期末手当の額において平成 21年の勧告に準じ、所要の調整を実施。ただし、医療職給料表(一)

が適用されている職員については、 引下げ改定を行わないことから、 所要の調整は行わないことが適

当

田 特別区の給与構造の改革

1 職務給の徹底に向けた取組みの成果

･ 昇格メリットの一定額加算方式の導入及び給与カーブのフラット化により、年功的な給与上昇の抑制、

職務 ･職責の的確な反映等一定の成果

2 昇給制度及び勤勉手当制度の各区における運用の検証

･ 勤務成績の反映状況等が制度の趣旨に沿ったものとなっているかといった観点から、 各区における昇

給制度や勤勉手当制度の運用状況を詳しく検証

3 職務 ･職責が的確に反映された給与の検討

･ 職務級間の重複の見直しを含め、 職務の職責等に応じた給与について研究 ･検討

4 地域手当の取扱い

･今回の改正で本則となるが、今後も引き続き国の動向を注視
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N 超過勤務手当の支給割合等

･ 国の動向を踏まえ、 日曜日又はこれに相当する日の勤務の時間について、月 80時間の超過勤務時間の積

算基礎に含めることが適当

V 区費負担の学校教育職員の給与制度

･東京都の教育職員との均衡を考慮して改定等を行うことが適当

切 幼稚園教育職員の給与制度

･ 人事 ･給与制度の改正に伴い策定する新たな給料表においては、 現行の 3 級制から4 級制に改め、 各級

の職務 ･職責差を的確に反映

･ 手当等については、 制度改正の趣旨に沿ったものとすることが必要

l人事制度、勤務環境の整備等に関する報告 (意見) I
I 人事制度の整備

l 人材確保
･平成 20年度に I類採用試験の能力実証方法を改正。その後受験申込者数が急増。申込者急増の要因分

析を進め、 有為な人材確保の方策について検討

･経験者採用制度は、 区政を担う人材を的確に選抜できるよう、受験資格等の見直し ･能力実証方法に

ついて検討

2 人材育成
･ 職員に求められる役割 ･能力を到達目標として明確に示し、 困難にチャレンジしていく意識を涵養す

ることで、 計画的に人材を育成していくことが重要

･人事評価制度が職員の能力開発と組織目標の達成に資するよう、任命権者は不断の努力が必要

･管理職 ･係長職選考の受験率は低下傾向。今後、管理職選考改正効果の検証、 多角的な視点からの意

識調査など、 実効性のある対応を検討

3 人材活用 (高齢職員の活用)
･高齢職員の活用による組織活力の維持 ･向上が必要

･国や他の地方公共団体の動向を注視しつつ、特別区職員の実態を踏まえて検討

杠 勤務環境の整備

1 職業生活と家庭生活の両立の実現

･ 全ての職員においてワーク ･ライフ ･バランスが実現されるためには、 適切な業務管理による超過勤

務の縮減と、 年次有給休暇の取得促進が重要

2 メンタルヘルスの推進

･メンタルヘルス不調者の発生防止や早期発見に努めることはもとより、 再発防止に向けたきめ細かな

環境整備の推進が重要

皿 公務員倫理の確立と区民の信頼確保に向けて

1 公務員倫理の確立

･職員一人ひとりの意識を高めることとあわせ、 管理職員の適宜、適切な指導が重要

2 個人情報の適正管理

･職員の危機管理意識の啓発と組織として情報管理体制を万全にすることが重要
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勤務条件に関する措置の要求の状況

平成22年度中における杉並区の措置要求の状況は、 下記のとおりです。

前年度からの
継続件数 A

22年度
要求件数 B 完結件数 C

翌年度継続
件数 A+B℃ 備 考

0 0 0 0

3

不利益処分に関する不服申立ての状況

平成22年度中における杉並区の不服申立ての状況は、 下記のとおりです。

前年度からの
継続件数 A

22年度
申立て件数 B 完結件数 C

翌年度継続
件数 A+B‐C 備 考

0 0 0 0

4

‐ 46 -



杉並区職員白書 2 0 1 1

平成23年12月発行

編集･発行 杉並区政策経営都職員課
〒166‐8570杉並区阿佐谷南一丁目15番1号 @ @
T E L (0 3)3 3 12‐2 1 1 1 (代) ゾ

杉 並 区のホームペ ージでご覧になれます。 http :/ / w w w .city .suglna m i,toky o .ip

本紙は再生紙を使用しています。

登録印刷物番号
2 3 一 0 0 7 0


